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４月 24 日、申第 20 号「１月 23 日に発生した『新幹線電力設備故障』によ

る大規模輸送障害に関する申し入れ」の団体交渉を行い、復旧に携わった作

業員の感電受傷の原因と対策、電力設備故障の原因と対策など解明を行って

きました。特に、三大労災事故の撲滅は労使双方の共通認識であり、二度と

同種事象を発生させないため、より作業員の「命」に焦点を当てた対策が求

められます。 

今回の事象は復旧作業の準備段階において感電受傷した事実が明らかにな

りました。経営側は対策の中に「やむを得ず垂下した架空電線の停電ができ

ない場合の徹底事項」を定めていますが「現地で人の判断により、停電され

ていないにもかかわらずその場に入る」などの例外をつくっており、今事象

の対策として疑義が生じていることから東日本ユニオンは 

５月 10日、申第 26号「架空電線垂下の復旧対応時に関す 

る申し入れ」を経営側に提出しました。 

 

【申し入れ項目】 

１．架空電線垂下の復旧対応は、作業

着手の準備段階における現場への

移動も含めて線路内への立ち入り

は「停電」を確認した後に行うこと。 

 
 


